
 
 

令和８年４月 28 日 

国土交通省関東地方整備局 

企画部 

 

関東地方戦略会議を開催します 

～『関東ブロックにおける社会資本整備重点計画』の策定に向けて～ 

 

 関東ブロックにおける社会資本整備を重点的、効率的、効果的に推進するために策定する

『（第６次）関東ブロックにおける社会資本整備重点計画』について議論するため、国の地

方支分部局、都県・政令市、経済界から構成される「関東地方戦略会議」を以下のとおり開

催します。 

 

 

１．開催日時 ： 令和８年５月１３日（水）１５時１５分～１６時１５分（予定） 

２．開催場所 ： さいたま新都心合同庁舎２号館 14 階災害対策本部室 

３．会議方式 ： 対面・Web 併用 

４．議事予定 ： （第６次）関東ブロックにおける社会資本整備重点計画について 

５．構 成 員 ： 別紙１のとおり 

６．そ の 他 ： 会場の都合により報道関係に限り公開とさせていただきます。 

※取材をご希望される報道機関の方は、別紙 ２ のとおり ５月１２日（火）１２時まで   

 に申込みください。 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、

栃木県政記者クラブ、刀水クラブ･テレビ記者会、千葉県政記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラ

ブ、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会、川崎記者クラブ、

相模原記者クラブ、さいたま市政記者クラブ、千葉市政記者会、横浜市政記者クラブ、横浜海事記者クラ

ブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 企画部 TEL.048-601-3151（代表） FAX.048-600-1372 

環境調整官 辻（つじ）（内線 3114） 

企画課 課長補佐 宮﨑（みやざき）（内線 3156） 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙１） 

 

関東地方戦略会議 

【設立趣旨】 

地域を取り巻く多様で高度な課題に対応するにあたっては、関係他省庁とも連携しながら地

方公共団体等と国が幅広く広域的な課題について議論する必要があることから、平成 15 年 3 月

に、都県知事及び政令指定都市市長等と国土交通省及び関連する他省庁支分部局長によって構

成される「関東地方戦略会議」を設立したものです。 

 

【構成員】 

都県知事：茨城県知事 

栃木県知事 

群馬県知事 

埼玉県知事 

千葉県知事 

東京都知事 

神奈川県知事 

山梨県知事 

長野県知事 

政令市長：さいたま市長 

千葉市長 

横浜市長 

川崎市長 

相模原市長 

地方支分部局：総務省関東総合通信局長 

農林水産省関東農政局長 

経済産業省関東経済産業局長 

国土交通省関東運輸局長 

国土交通省東京航空局長 

気象庁東京管区気象台長 

海上保安庁第三管区海上保安本部長 

国土地理院関東地方測量部長 

国土交通省関東地方整備局長 

経 済 界：関東商工会議所連合会 

 

※代理出席も可とした会議です。 

  



（別紙２） 

 

報道関係者の皆様へ 

 

 

◆取材について 

 取材を希望される方は、５月 12 日(火)１２時までに、以下の事項を記載し、メールにてお申

込みください。 

件  名：関東地方戦略会議 

本  文：氏名(ふりがな)、所属、連絡先、人数 

送付先：関東地方整備局 企画部企画課 企画第一係（ktr-kikaku-jirenkyo@gxb.mlit.go.jp） 

 

◆取材にあたっての注意事項 

円滑に審議の進行を図るため、以下の注意事項をご確認頂き、その遵守へのご協力を 

お願いします。 

１ お配りする名札の着用をお願いします。 

２ カメラ撮りは、冒頭から挨拶まで可能です。 

３ 審議中のカメラ、ビデオカメラ、ボイスレコーダー等を用いた撮影・録音は 

ご遠慮ください。 

４ 携帯電話は、マナーモードにするか、電源をお切りいただくようお願いします。 

５ 会場では、着席のうえ、静粛に傍聴いただくようお願いします。 

６ 会場での飲食及び喫煙はご遠慮ください。 

７ 事故防止の観点から、節度ある行動をお願いします。 

８ 手荷物･貴重品等の管理は各自にてお願いします。 

９ 会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従うようお願いします。 

10 会議終了後、受付への名札の返却をお願いします。 

 

受付開始は、14:45 からです。 

 

◆来庁の際の留意事項 

当庁舎は、セキュリティ強化を目的にＩＣゲートが設置されております。庁舎２階の入 

館手続き時には証明書等（社員証、免許証、保険証、パスポート等）で本人確認をさせて 

いただいておりますので、来庁の際は、忘れずに証明書等のご持参をお願いします。 

 


